
報告第１６号  

 

   専決処分の報告について  

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

 

    令和５年８月２５日提出  

 

        亀山市長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

 別  紙  

  専決処分書  



専決第４号  

 

   専決処分書  

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の事件を専決処

分する ｡ 

 

 

    令和５年８月９日専決  

 

        亀山市長   櫻  井  義  之  

 

庁 用 車 両 に よ る 物 損 事 故 に 伴 う 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る

こ と に つ い て  

 

１  事 故 原 因 及 び 状 況  

令 和 ５ 年 ４ 月 ２ １ 日 午 前 １ １ 時 ４ ０ 分 頃 、 亀 山 市 白 木 町

地 内 に お い て 、 ご み 収 集 業 務 中 に 方 向 転 換 の た め 塵 芥 車 を

後 進 さ せ た と こ ろ 、 塵 芥 車 後 部 右 側 を 下 白 木 自 治 会 が 所 有

す る 塵 芥 集 積 施 設 に 接 触 さ せ 、 塵 芥 集 積 施 設 正 面 右 側 コ ン

ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 積 み 部 分 を 損 傷 さ せ た 。  

 

２  相 手 方 住 所 及 び 氏 名  

  亀 山 市 白 木 町 ２ ９ ９ ０ 番 地  

  下 白 木 自 治 会  会 長  三 谷  久 夫  

 

３  損 害 賠 償 の 額  

  ４ ９ ５ ， ０ ０ ０ 円  


